
に、加算を行う。   
④瑚部ユ、ニット型指定介護者人  

福祉施設のユニット部分にあっては、増配した夜勤職員については、  
必ずしも狩定のチニットに配置する必要はないものとすること  

吐辻 準ユニットケア加算について  

注6の準ユニットケア加算は、施設基準第三十一号において準用する   

第二十五号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事   

に届け出た場合に算定されるが、その取扱いについては、以下のとおり   

とすること。なお、施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満た   
す場合、当該要件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケ   

ア加算を算定して差し支えない。   
イ 「プライバシー の確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動で  

ないもので隔てることまでを要するものではないが、視線が遮断され  

（姐 準ユニットケア加算について  

注6の準ユニットケア加算は、施設基準第三十一号において準用する   

第二十五号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事   

に届け出た場合に算定されるが、その取扱いについては、以下のとおり   

とすること。なお、施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満た   

す場合、当該要件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケ   

ア加算を算定して差し支えない。   

イ 「プライバシー の確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動で  

ないもので隔てることまでを要するものではないが、視線が遮断され  

ることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテン  
による仕切りでは不可とする。また、天井から隙間が空いていること  
は認める。   

ロ ー人当たりの面積基準については、凶人部屋に中廊下を設けて居室  

を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切られた空間につ  

いての一人当たり面積基準は設けず、多床室全体として一人当たりの  

面積基準を満たしていれば足りることとする。  

ることを前提とする。建具による仕切  

による仕切りでは不可とする。また、  

は認める。   

ロ ー人当たりの面積基準については、  

を仕切るなど様々な工夫が考えられる  

いての一人当たり面積基準は設けず、  

面積基準を満たしていれば足りること  

（12）若年性認知症入所者受入加算について  

りは認めるが、家具やカーテン  

天井から隙間が空いていること   

四人部屋に中廊下を設けて居室  

ことから、仕切られた空間につ  

多床室全体として一人当たりの  

とする。  

2の（12）を準用する。  

址個別機能訓練加算について  
4の（2）を準用する。  

吐姐精神科を担当する医師に係る加算について   

① 注9に規定する「認知症（法第八条第十六項に規定する認知症をい  

う。以下同じ。）である入所者」とは、次のいずれかに該当する者と  

すること。  

イ 医師が認知症と診断した者  

ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老  
人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算  

制度について」（平成六年九月三十日老計第一三一号）における認  

知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は必  

要としない。   

② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、  

吐吐個別機能訓練加算について  

4の（2）を準用する。  

出精神科を担当する医師に係る加算について   
① 注9に規定する「認知症（法第八条第十六項に規定する認知症をい  

う。以下同じ。）である入所者」とは、次のいずれかに該当する者と  
すること。  

イ 医師が認知症と診断した者  

ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老  
人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算  

制度について」 （平成六年九月三十日老計第一三一号）における認  

知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は必  

要としない。   

② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、  
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認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。   

③ 注9において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼ  
うしている医療機関において精神科を担当している医師を指すもので  

あることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師で  

あった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が  

担保されていると判断できる場合は算定できる。   

④ 精神科を担当する医師について、注8による常勤の医師に係る加算  
が算定されている場合は、注9の規定にかかわらず、精神科を担当す  
る医師に係る加算は算定されないものであること。   

⑤ 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師（嘱託医）が  

一名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置  
医師として勤務する回数のうち月四回（一回あたりの勤務時間三～四  

時間程度）までは加算の算定の基礎としないものであること。（例え  

ば、月六回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場合   

：六回一四回＝二回となるので、当該費用を算定できることになる。）   

⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。  

迫障害者生活支援員に係る加算について   
① 注10の「視覚障害者等」については、二十三号告示第二十九号にお  

いて「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の  

知的障害者」としたところであるが、より具体的には以下の者が該当  

するものであること。  

イ 視覚障害者  

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条  

第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳（以下「身体障害  

者手帳」という。）の障害の程度が一級又は二級若しくは、これに  
準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーショ  

ンや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者  

口 聴覚障害者  

身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚障害の  

状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると  

認められる聴覚障害を有する者  
ハ 言語機能障害者  

身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語機能障  

害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障が  

あると認められる言語機能障害を有する者  

認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。   

③ 注9において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼ  
うしている医療機関において精神科を担当している医師を指すもので  

あることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師で  

あった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が  

担保されていると判断できる場合は算定できる。   

④ 精神科を担当する医師について、注8による常勤の医師に係る加算  
が算定されている場合は、注9の規定にかかわらず、精神科を担当す  
る医師に係る加算は算定 

⑤ 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師（嘱託医）が  

一名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置  
医師として勤務する回数のうち月四回（一回あたりの勤務時間三～四  

時間程度）までは加算の算定の基礎としないものであること。（例え  

ば、月六回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場合   

：六回一週回＝二回となるので、当該費用を算定できることになる。）   

⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。  

は辻障害者生活支援具に係る加算について  

（∋ 注10の「視覚障害者等」については、二十三号告示第二十九号にお  

いて「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の  

知的障害者」としたところであるが、より具体的には以下の者が該当  

するものであること。  

イ 視覚障害者  

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条  

第凶項の規定により交付を受けた身体障害者手帳（以下「身体障害  

者手帳」という。）の障害の程度が一級又は二級若しくは、これに  
準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーショ  

ンや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者  

口 聴覚障害者  

身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚障害の  

状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると  

認められる聴覚障害を有する者  
ハ 言語機能障害者  

身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語機能障  

害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障が  

あると認められる言語機能障害を有する者  
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ニ 知的障害者  

「療育手帳制度について」 （昭和四十八年九月二十七日付厚生省  

発児第一五六号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官  

通知）第五の2の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が  

「療育手帳制度の実施について」（昭和四十八年九月二十七日児発  

第七二五号各都道府‥県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局  

長通知）（以下「局長通知」という。）の第三に規定するA（重度）  

の障害を有する者又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十  

七号）第十二条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知  

的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三に規定  

する重度の障害を有する者   

② 注10の「入所者の数が一五人以上」という障害者生活支援員に係る  

加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者及び知  

的障害者の合計数が一五人以上であれば満たされるものであること。  

この場合の障害者生活支援員の配置については、それぞれの障害に対  

応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが、例え  

ば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援具に加えて、聴  
覚障害、言語機能障害及び知的障害に対応できる非常勤職員の配置又  

は他の職種が兼務することにより、適切な生活の支援を行うことがで  

きれば、当該加算の要件を満たすものとする。   

③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（二十三号告  

示第三十号ハ）としては、知的障害者福祉法に規定する知的障害者福  

祉司の資格を有する者のほか、同法第十九条第一項に規定する知的障  

害者援護施設における指導員、看護師等で入所者の処遇実務経験五年  

以上の者とする。  

廷迫入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について   

① 注11により入院又喀外泊時の費用の算定について、入院又は外泊り  

期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の入院又は外泊  

を行う場合は、六日と計算されること。  

（例）  

入院又は外泊期間・三月一目～三月八日（八日間）  

三月一日 入院又は外泊の開始……… 所定単位数を算定  

三月二日～三月七日（六日間）‥‥…・一 日につき三三塁単位を算  

定可  

三月八日 入院又は外泊の終了……・t・所定単位数を算定  

ニ 知的障害者  

「療育手帳制度について」（昭和四十八年九月二十七日付厚生省  

発児第一五六号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官  

通知）第五の2の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が  

「療育手帳制度の実施について」（昭和四十八年九月二十七日児発  

第七二五号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局  

長通知）（以下「局長通知」という。）の第三に規定するA（重度）  

の障害を有する者又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十  

七号）第十二条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知  

的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三に規定  

する重度の障害を有する者   

② 注10の「入所者の数が一五人以上」という障害者生活支援員に係る  

加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者及び知  

的障害者の合計数が一五人以上であれば満たされるものであること。  

この場合の障害者生活支援員の配置については、それぞれの障害に対  

，応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが、例え  

ば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加えて、聴  
覚障害、言語機能障害及び知的障害に対応できる非常勤職員の配置又  

は他の職種が兼務することにより、適切な生活の支援を行うことがで  

きれば、当該加算の要件を満たすものとする。   

③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（二十三号告  

示第三十号ハ）としては、知的障害者福祉法に規定する知的障害者福  

祉司の資格を有する者のほか、同法第十九条第一項に規定する知的障  

害者援護施設における指導員、看護師等で入所者の処遇実務経験五年  

以上の者とする。  

建泣入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について   

① 注11により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の  

期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の入院又は外泊  

を行う場合は、六日と計算されること。  

（例）  

入院又は外泊期間・三月一日～三月八日（八日間）  

三月一日 入院又は外泊の開始……‥・ 所定単位数を算定  

三月二日～三月七日（六日間） …‥一 日につき三旦玉単位を算  

定可  

三月八日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定  
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② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所し  
た日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそ  
のまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊  

時の費用は算定できない。   

③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の  
算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサー  

ビスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者  

の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可  

能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定で  

きないこと。   

④ 入院又は外泊時の取扱い  

イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は外泊で  
月をま′たがる場合は、、．最大で連続一三泊（一二日分）まで入院又は  

外泊時の費用の算定が可能であること。  

（例）月をまたがる入院の場合  

入院期間：一月二十五日～三月八日  

一月二十五日 入院……… 所定単位数を算定  

一月二十六日～一月三十一日（六日間）………一日につき三三皇  

単位を算定可  

二月一日～二月六日（六日間）………一目につき三三9単位を算  

定可  

二月七日～三月七日……… 費用算定不可  

三月八日 退院………所定単位数を算定  

ロ 「外泊」には、 
族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。  

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は  
算定されないものであること。  

ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連  

絡調整、情報提供などの業務にあたること。  
吐姐初期加算について   

① 入所者については、碍定介護老人福祉施設へ入所した当初には、施  
設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日  

から三○日間に限って、一日につき三○単位を加算すること。   

② 「入所日から三○日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行って  
いる間は、初期加算を算定できないこと。   

② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所し  
た日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそ  
のまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊  

時の費用は算定できない。   

③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の  
算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサー  

ビスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者  

の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可  

能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定で  

きないこと。   

④ 入院又は外泊時の取扱い  

イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は外泊で  
月をまたがる場合は、最大で連続一三泊（一二日分トまで入院又は  

外泊時の費用の算定が可能であること。  

（例）月をまたがる入院の場合  

入院期間：一月二十五日～三月八日  

一月二十五日 入院……… 所定単位数を算定  
一月二十六日 ～一月三十一日（六日間）………一 日につき二四六  

単位を算定可  

二月一日～二月六日（六日間）………一 日につき三旦杢単位を算  

定可  

二月七日～三月七日……… 費用算定不可  

三月八日 退院……… 所定単位数を算定  

ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家  
族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。  

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は  
算定されないものであること。  

ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連  

絡調整、情報提供などの業務にあたること。  

吐吐初期加算について   

① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初には、施  
設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日  

から三○日間に限って、一日につき三○単位を加算すること。   

② 「入所日から三○日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行って  
いる間は、初期加算を算定できないこと。  
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③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係  

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自立度の  
ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去一月間とする。）の間  
に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り算定  

できることとする。  

なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生  
活介護（単独型の場合であっても1の（2）の②に該当する場合を含む。）  

を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した  

場合（短期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む。）  

については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を三  

○日から控除して得た日数に限り算定するものとする。   
④ 三○日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③  

にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。  
吐姐退所時等相談援助加算について   

① 退所前後訪問相談援助加算  

イ 退所前の訪問相談援助については、入所期間が一月を超えると見  

込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を  
訪問して退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合  

に、入所中一回に限り加算を行うものであるが、入所後早期に退所  
に向けた訪問相談援助の必要があると認められる場合については、  

二回の訪問相談援助について加算が行われるものであること。この  

場合にあっては、一回目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設  
サービス計画の策定に当たって行われるものであり、二回目の訪問  
相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最  

終調整を目的として行われるものであること。  
ロ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相談援助  

加算は訪問日に算定するものであること。  
ハ 退所前後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できないもの  

であること。  

a 退所して病院又は診療所へ入院する場合  

b 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合  

c 死亡退所の場合  

二 退所前後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職  

員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。  
ホ 退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行  

③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係  

初期加算は、当該入所者が過去三月間（キだし、「自立度判定基準」   

l主よ亙ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去一月間とする。）  

の間に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り  

算定できることとする。  

なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生  

活介護（単独型の場合であっても1の（2）の②に該当する場合を含む。）  

を利用していた者が目を空けることなく引き続き当該施設に入所した  

場合（短期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む。）  

については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を三   

○目から控除して得た日数に限り算定するものとする。   

④ 三○日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③  
にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。  

廷迫退所時等相談援助加算について   

① 退所前後訪問相談援助加算  

イ 退所前の訪問相談援助については、入所期間が一月を超えると見  

込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を  

訪問して退所彼の居宅サービス等について相談援助を行った場合  

に、入所中一回に限り加算を行うものであるが、入所後早期に退所  
に向けた訪問相談援助の必要があると認められる場合については、  

二回の訪問相談援助について加算が行われるものであること。この  

場合にあっては、一回目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設  

サービス計画の策定に当たって行われるものであり、二回目の訪問  

相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最  

終調整を目的として行われるものであること。  

ロ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相談援助  

加算は訪問日に算定するものであること。  

ハ 退所前後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できないもの  

であること。  

a 退所して病院又は診療所へ入院する場合  

b 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合  

c 死亡退所の場合  

二 退所前後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職  

貞、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。  

ホ 退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行  
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うこと。  

へ 退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び  
相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。   

② 退所時相談援助加算  

イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。  
a 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活  

に関する相談援助  

b 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を  

目的として行う各種訓練等に関する相談援助  

c 家屋の改善に関する相談援助  

d 退所する者の介助方法に関する相談援助  

ロ ①のハからへまでは、退所時相談援助加算について準用する。  

ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福  
祉法第二十条の七のこに規定する老人介護支援センターに替え、法  

第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに対し  

て行った場合についても、算定できるものとする。   

③ 退所前連携加算  

イ 退所前連携加算については、入所期間が一月を超える入所者の退  

所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、  

退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場  

合に、入所者一人につき一回に限り退所日に加算を行うものである  

こと。  

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内容の要  

点に関する記録を行うこと。  

ハ ①のハ及びこは、退所前連携加算について準用する。  

ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携  

加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るときにのみ算定で  

きるものとする。  

山江従来型個室に入所していた者の取扱いについて   

うこと。  

へ 退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び  
相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。   

② 退所時相談援助加算  

イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。  

a 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活  

に関する相談援助  

b 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を  

目的として行う各種訓練等に関する相談援助  

c 家屋の改善に関する相談援助  

d 退所する者の介助方法に関する相談援助  

ロ ①のハからへまでは、退所時相談援助加算について準用する。  
ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福  

祉法第二十条の七のこに規定する老人介護支援センターに替え、法  

第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに対し  

て行った場合についても、算定できるものとする。   

③ 退所前連携加算  

イ 退所前連携加算については、入所期間が一月を超える入所者の退  

所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、  

退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場  

合に、入所者一人につき一回に限り退所日に加算を行うものである  

こと。  

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った目及び連携の内容の要  

点に関する記録を行うこと。  

ハ ①のハ及びこは、退所前連携加算について準用する。  

ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携  

加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るときにのみ算定で  

きるものとする。  

吐姐従来型個室に入所していた者の取扱いについて  

注12に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者で   

あって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、平成十七年   
十月一目以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来   

型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受   
けた事に伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、   

当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に  

注12に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者で  

あって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、平成十七年  
十月一日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来  
型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受  

けた事に伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、  

当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に  
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入所して介護福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注12に規定す  

る措置の対象とはならないこと。  

入所して介護福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注12に規定す   

る措置の対象とはならないこと。  

（17）栄養管理体制加筆   

①働管理栄養  

±等」という。）叫と：（労働  

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に  

脚よる労働者派遣事  

業により派遣された派遣労働者を含む。）旦なお、調理業務の委託先  
にのみ管理栄養士等が配置されて㈱加算を算定できな  

いこと。   

②働敷地内の複数の介護保険施設の栄養管理   

等を行御指定介護老人福祉施設の  

み算定できること。   

③働て適切な  

栄養量及び内容の食事の軽供を行うため、岬  

の作成を行うこと。ただし、糊算を算定  

する場合にあっては、棚頁（食事せん及び献立  
表を除く。）の作成を行う必要はないことJ  

イ働当たっては、検食簿、喫食調査時果、食事せん、献  

立表脾費日計等の食事関係書類を作  

成し、その内容につき、御と。  

咽じ  

て（少なくとも六月に一回）作成していること。  

吐姐栄養マネジメント加算   

① 栄養ケア・マネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジメント  

の一環として行われることに留意すること。  

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわら  

ず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。   

② 常勤の管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。  

姐栄養マネジメント加算   

① 栄養ケア・マネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジメント  

の一環として行われることに留意すること。  

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわら  

ず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。   

② 姓常勤の管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。  

な串、牌場合は、  

当該加算を算定できないこと。   

③働敷地内の複数の介護保険施設の栄養ケア   

・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する凝設のみ算  

定できるこ出   

金 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに掲げる  豊 栄養ケア■マネジメントについては、以下のイからトまでに掲げる  
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とおり、実施すること。  

イ 入所者毎の低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること（以   

下「栄養スクリーニング」という。）。  

ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題を把握   

すること（以下「栄養アセスメント」という。）。  

ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、管理栄   

養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入   
所者毎に、栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法等）、栄   

養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべ   

き事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄   

養ケア計画を作成すること0また、作成した栄養ケア計画に？いて   

は、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説   

明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいて   
は、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載す   

る場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることがで   

きるものとすること。  

ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者毎に栄養ケア・マネジメントを実   

施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養補給方法の変   

更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要   

性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。  

ホ 入所者毎の栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状   
況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養ス   
クリーニング時に把握した入所者毎の低栄養状態のリスクのレベル   

に応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者毎の栄養ケ   

ア計画に記載すること。当該モニタリング間隔の設定に当たっては、   

低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性があ  

る者（経管栄養法から経口栄養法への変更等）については、概ね二   

週間毎、低栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月毎に行   

うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月   

一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。  
へ 入所者毎に、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクについ   

て、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこ   

と。  

ト 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成   

土⊥年厚生省令第旦む号）第旦条に規定するサービスの提供の記録に  

とおり、実施すること。  

イ 入所者毎の低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること（以   

下「栄養スクリーニング」という。）。  

ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題を把握   

すること（以下「栄養アセスメント」という。）。  

ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、管理栄   

養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共   
同して、入所者毎に、栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方   
法等）、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、   

解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記   

載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画   
については、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその   

家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービス   
においては、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中   

に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代える   

ことができるものとすること。  

ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者毎に栄養ケア・マネジメントを実   

施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養補給方法の変   

更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要   

性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。  

ホ 入所者毎の栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状   
況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養ス   
クリーニング時に把握した入所者毎の低栄養状態のリスクのレベル   

に応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者毎の栄養ケ   
ア計画に記載すること。当該モニタ リング間隔の設定に当たっては、   

低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性があ   

る者（経管栄養法から経口栄養法への変更等）については、概ね二   

週間毎、低栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月毎に行   

うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月   

一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。  
へ 入所者毎に、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクについ   

て、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこ   

と。  

ト 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成   

十一年厚生省令第三十九号）第八条に規定するサービスの提供の記  

酪   
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録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の  

栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジ  

メント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必  

要はないものとすること。  

＆ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を   
得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始す‾るものとするこ   

と。   

たミレこ‾利月者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養  

ゝ犬斑ぞビ定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメン  

ト極二の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要は  

たfい♭のとすること。  

塾 繹頚デア吉十画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を   
得モルヒ日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとするこ  

平成十七年十月  に限り、平成十七  については  

左巨J二』P」三月意がとれていれば、平成十七年十月一日に遡り算定でき  

⑥ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高齢者の  
栄養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食笹、喫食調査結果、  
入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事関係章類（食事せん及  

び献立表を除く。）、僻目標量に関する  
帳票は、作成する必要がないこL  

迫辻経口移行加算   

① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に  

係るもの．については、次に掲げるイからハまでの通り、実施するもの  

とすること。  

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事  
の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、医師の指示を  

受けた者を対象とすること。医師し歯科医師、管理栄養士、看護師、  

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂  

取を進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成す  

ること（ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあ  

っては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、  

当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に  

説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおい  

ては、経口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載  

する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることが  

できるものとすること。  

ロ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加算の算  
定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂  

取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家  

族の同意を得た日から起算して、一八○日以内の期間に限るものと  

し、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しな  

地経口稲梓加算   
① 緯口移行加算のうち緯管栄養から経口栄養に移行しようとする者に  

係るもりについては、次に掲げるイからハまでの通り、実施するもの  

とすること。  
イ 現に解管により食事を摂取している者であって、経口による食事  

の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、医師の指示を  

受けた者を対象とすること。医師、管理栄養士、看護師、介護支援  
等門島その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進め  
るための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること  

（ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、  
栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計  
画にっいては、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、  

その間煮を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、経  
口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合  

は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることができるも  

のとすること。  

ロ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加算の算  
定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂  
取を穐了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家  
族の筒音を得た白から起算して、一八○日以内の期間に限るものと  
L、それを超えた場合においては、原則と  して当該加算は算定しな  
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いこと。  

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者又はそ  
の家族の同意を得られた日から起算して、一八○日を超えて実施さ  

れる場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、  

医師の指示に基づき、鱒続して経口による食事の摂取を進めるため  

の栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算  

定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示  

は概ね二週間毎に受けるものとすること。   

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚇性肺  
炎の危険も生じうることから、次のイからハまでについて確認した上  

で実施すること。  

イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、  

現疾患の病態が安定していること。）。  

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。  

ハ 嚇下反射が見られること（唾液嘩下や口腔、咽頭への刺激による  
喉頭挙上が認められること。）。  

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を礁下しても「むせ」がないこと。   

③ 経口移行加算を一八○日間にわたり算定した後、経口摂取に移行で  
きなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養  

管理を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。  

追払経口維持加算   

① 経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤囁が認められ  

る者に係るものについて  

イ 経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食  

機能障害を有し、誤喋が認められる者（経口維持加算（1））及び摂食  

機能障害を有し誤嚇が認められる者（経口維持加算（Ⅱ））に係るも  

のについては、次に掲げるaからdまでの通り、実施するものとす  

ること。  

a 経口維痔加算（Ⅰ）については、現に経口により食事を摂取して  

いる者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影（医科診  
療報酬点数表中「造影剤使用据影」をいう。以下同じ。）又は内  

視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」を  

いう。以下同じ。）により誤嚇が認められる（喉頭侵入が認めら  

れる場合を含む。）ことから、継続して経口による食事の摂取を  
進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を  

いこと。  

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者又はそ  
の家族の同意を得られた日から起算して、－八○日を超えて実施さ  

れる場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、  

医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるため  

の栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算  

定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示  

は概ね二週間毎に受けるものとすること。   

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤礁性肺  

炎の危険も生じうることから、次のイからハまでについて確認した上  

で実施すること。  

イ 全∴身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、  
現疾患の病態が安定していること。）。  

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。  

ハ 巧熊下反射が見られること（唾液礁下や口腔、咽頭への刺激による  

喉頭卜挙上が認められること。）。  

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を喋下しても「むせ」がないこと。   

③ 経口移行加算を一八○日間にわたり算定した後、経口摂取に移行で  
きなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養  

管理を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。  
姐経口糸臣持加算   

q 経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤礁が認められ  
る者に係るものについて  

イ 経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食  
機青巨障害を有し、誤礁が認められる者（経口維持加算（Ⅰ））及び摂食  

機肯巨障害を有し誤怖が認められる者（経口維持加算（Ⅱ））に係るも  

のについては、次に掲げるaからdまでの通り、実施するものとす  
ること。  

a 経口維持加算（Ⅰ）については、現に経口により食事を摂取して 

いる者であって、著しい摂食機能障害を有卜造影撮影（医科診  
療更報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。）又は内  

視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」を  

し、う。以下同じ。）により誤礁が認められることから、継続して  

経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるも  

のとして、医師の指示を受けたものを対象とすること。  
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